
 

令和6年(2024年)6月10日

議案第 50 号 令和6年度(2024年度)彦根市一般会計補正予算(第3号)

議案第 51 号 令和6年度(2024年度)彦根市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

議案第 52 号 彦根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改
正する条例案

議案第 53 号 彦根市市税条例の一部を改正する条例案

議案第 54 号 ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

議案第 55 号 みずほ文化センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

議案第 56 号 彦根市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案

議案第 57 号 彦根市景観条例の一部を改正する条例案

議案第 58 号 彦根市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案

議案第 59 号 彦根市水道事業布設工事監督者および水道技術管理者の資格等に関する条例の
一部を改正する条例案

議案第 60 号 財産の取得につき議決を求めることについて

議案第 61 号 財産の取得につき議決を求めることについて

報告第 8 号 令和6年度(2024年度)一般財団法人彦根市事業公社の事業計画について

報告第 9 号 第37期彦根総合地方卸売市場株式会社の事業計画について

報告第 10 号 第22期株式会社四番町スクエアの事業計画について

報告第 11 号 令和5年度(2023年度)彦根市繰越明許費繰越計算書について

報告第 12 号 令和5年度(2023年度)彦根市事故繰越し繰越計算書について

報告第 13 号 令和5年度(2023年度)彦根市病院事業会計予算繰越しについて

報告第 14 号 令和5年度(2023年度)彦根市水道事業会計予算繰越しについて

報告第 15 号 令和5年度(2023年度)彦根市下水道事業会計予算繰越しについて

議　　　案　　　目　　　録

番　　号 件　　　　　　　　　　　　　　　　　名





議案第 52 号 

彦根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長 和 田 裕 行 

彦根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

彦根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(平成 27 年彦根市条例第 60 号)の一部を

次のように改正する。 

別表第 2 の 1 の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 53 号 

彦根市市税条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

 

 

 

 

彦根市市税条例の一部を改正する条例 

 

彦根市市税条例(昭和 25 年彦根市条例第 23 号)の一部を次のように改正する。 

第 34 条の 6 第 1 項中「もしくは金銭」を削り、同項第 1 号中「および第 3 号に掲げる寄附金

(同条第 3 項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)ならびに」を「から第 4 号ま

でに掲げる寄附金および」に改める。 

第 56 条中「第 64 条第 4 項」を「第 152 条第 5 項」に改める。 

付則第 4 条の 2 を次のように改める。 

第 4 条の 2 削除 

付 則 

(施行期日) 

第 1 条 この条例は、公益信託に関する法律(令和 6 年法律第 30 号)の施行の日の属する年の翌

年の 1 月 1 日から施行する。ただし、第 56 条の改正規定は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

第 2 条 所得税法等の一部を改正する法律(令和 6 年法律第 8 号)附則第 3 条第 1 項の規定の適

用がある場合におけるこの条例による改正後の彦根市市税条例第 34 条の 6 第 1 項(第 1 号に

係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第 1 号中「寄附金および」とあるのは、

「寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(令和 6 年法律第 8 号)附則第 3 条第 1 項の規定に

よりなおその効力を有するものとされる同法第 1 条の規定による改正前の所得税法第 78 条第

3 項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)および」とする。 
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議案第 54 号 

ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

 

 

 

 

ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成 8 年彦根市条例第 2 号)の一部を次

のように改正する。 

第 12 条第 3 号中「第 5 条各号」を「第 6 条各号」に改める。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表(第 7 条関係) 

使用料 

区分 

基本使用料(円) 

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 

9 時から 12

時まで 

13 時から 1

7 時まで 

18 時から 2

2 時まで 

9 時から 17

時まで 

13 時から 2

2 時まで 

9 時から 22

時まで 

グランド

ホール 

平日 37,690 64,420 83,280 92,700 133,540 168,120 

休日等 48,700 83,280 108,420 120,990 174,420 218,410 

エコーホ

ール 

平日 9,420 17,280 21,990 23,550 36,120 43,990 

休日等 12,550 21,990 28,270 31,420 47,130 56,550 

メッセホ

ール 

平日 9,100 14,440 19,320 21,670 30,790 39,750 

休日等 10,990 15,700 21,990 25,120 34,540 45,550 

楽

屋 

グラン

ドホー

ル 

第 1 楽屋 1,540 2,020 2,190 3,300 3,750 5,170 

第 2 楽屋 1,540 2,020 2,190 3,300 3,750 5,170 

第 3 楽屋 1,540 2,020 2,190 3,300 3,750 5,170 

第 4 楽屋 2,340 3,120 3,450 5,020 5,950 7,990 

第 5 楽屋 2,340 3,120 3,450 5,020 5,950 7,990 

共用 第 6 楽屋 2,340 3,120 3,450 5,020 5,950 7,990 
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第 7 楽屋 1,540 2,020 2,190 3,300 3,750 5,170 

エコー

ホール 

第 8 楽屋 780 1,090 1,240 1,720 2,190 2,820 

第 9 楽屋 780 1,090 1,240 1,720 2,190 2,820 

第 10 楽

屋 

1,540 2,020 2,190 3,300 3,750 5,170 

第 1 リハーサル室 6,420 8,620 9,420 13,500 16,170 21,990 

第 2 リハーサル室 1,870 2,340 2,650 3,910 4,390 5,950 

特別会議室 3,120 4,350 4,750 6,660 8,020 10,880 

視聴覚室 3,120 4,350 4,750 6,660 8,020 10,880 

和室研修室 2,440 3,120 3,530 5,030 5,980 8,020 

第 1 研修室 1,620 2,020 2,300 3,390 3,800 5,160 

第 2 研修

室 

全面 3,120 4,060 4,480 6,660 7,610 10,330 

半面 1,620 2,020 2,300 3,390 3,800 5,160 

第 3 研修

室 

全面 3,120 4,060 4,480 6,660 7,610 10,330 

半面 1,620 2,020 2,300 3,390 3,800 5,160 

第 4 研修室 2,500 3,250 3,590 5,330 6,090 8,280 

第 5 研修室 1,620 2,020 2,300 3,390 3,800 5,160 

展示ロビー 1,620 2,020 2,300 3,390 3,800 5,160 

ギャラリー 3,120 4,350 4,750 6,660 8,020 10,880 

付 則 

1 この条例は、令和 7 年 10 月 1 日から施行する。ただし、第 12 条第 3 号の改正規定および付

則第 3 項の規定は、公布の日から施行する。 

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日

前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

3 改正後の別表に規定する第 4 研修室および第 5 研修室の使用の手続その他当該第 4 研修室お

よび第 5 研修室を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においてもこの条例

の規定の例により行うことができる。 
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議案第 55 号 

みずほ文化センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

 

 

 

 

みずほ文化センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成 10 年彦根市条例第 46 号)の一部を

次のように改正する。 

第 14 条第 3 号中「第 6 条各号」を「第 8 条各号」に改める。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表(第 9 条関係) 

 使用料 

区分 

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 

8 時 30 分

から 12 時

まで 

13 時から

17 時まで 

18 時から

21 時まで 

8 時 30 分

から 17 時

まで 

13 時から

21 時まで 

8 時 30 分

から 21 時

まで 

多

目

的

ホ

ー

ル 

平

日 

舞台・客席使

用(電動椅子を

含む。) 

円 

15,850 

円 

23,400 

円 

22,450 

円 

35,190 

円 

41,320 

円 

56,100 

舞台・客席使

用(電動椅子を

除く。) 

11,140 16,320 15,700 24,640 29,050 39,270 

客席使用(電動

椅子を含む。) 

11,360 16,870 15,920 25,120 29,480 40,170 

客席使用(電動

椅子を除く。) 

7,990 11,770 11,140 17,590 20,730 28,120 

休

日

等 

舞台・客席使

用(電動椅子を

含む。) 

20,580 30,480 29,220 45,720 53,730 72,900 
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舞台・客席使

用(電動椅子を

除く。) 

14,440 21,340 20,410 32,040 37,540 51,040 

客席使用(電動

椅子を含む。) 

14,750 21,730 20,880 32,700 38,420 52,270 

客席使用(電動

椅子を除く。) 

10,350 15,220 14,590 22,920 26,850 36,600 

楽屋 1,390 1,540 1,240 2,650 2,500 3,910 

練習室(1) 1,070 1,200 940 2,300 2,020 2,990 

練習室(2) 800 800 670 1,490 1,200 2,020 

練習室(3) 530 670 530 940 940 1,490 

展示コーナー 1,070 1,200 940 2,300 2,020 2,990 

付 則 

1 この条例は、令和 7 年 10 月 1 日から施行する。ただし、第 14 条第 3 号の改正規定および付

則第 3 項の規定は、公布の日から施行する。 

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日

前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

3 改正後の別表に規定する多目的ホールの使用の手続その他当該多目的ホールを供用するため

に必要な準備行為は、この条例の施行前においてもこの条例の規定の例により行うことがで

きる。 
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議案第 56 号 

彦根市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

 

 

 

 

彦根市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 

彦根市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成 26 年彦根市条例

第 35 号)の一部を次のように改正する。 

第 29 条第 2 項第 3 号中「20 人」を「15 人」に改め、同項第 4 号中「30 人」を「25 人」に改

める。 

第 31 条第 2 項第 3 号中「20 人」を「15 人」に改め、同項第 4 号中「30 人」を「25 人」に改

める。 

第 44 条第 2 項第 3 号中「20 人」を「15 人」に改め、同項第 4 号中「30 人」を「25 人」に改

める。 

第 47 条第 2 項第 3 号中「20 人」を「15 人」に改め、同項第 4 号中「30 人」を「25 人」に改

める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

-7-



議案第 57 号 

彦根市景観条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

 

 

 

 

彦根市景観条例の一部を改正する条例 

 

彦根市景観条例(平成 7 年彦根市条例第 26 号)の一部を次のように改正する。 

 「  

目次中「第 9 章 雑則(第 34 条)」を  
第 9 章 彦根市景観アドバイザー(第 34 条－第 37 

第 10 章 雑則(第 38 条) 

   

   

条)

 

 
に改める。 

 

 」   

第 9 条の見出し中「景観形成地域および景観形成地区」を「重点地区および一般地区」に改

め、同条第 1 項中「景観計画を補完するため、特に必要と認める区域を景観形成地域または景

観形成地区(以下「地域・地区」という。)」を「景観計画区域のうち、重点的に景観形成を図

る必要があると認める地区を重点地区、その他の地区を一般地区」に改め、同条第 2 項中「地

域・地区を指定する」を「前項の規定による指定をする」に、「当該地域・地区」を「当該指定

する地区」に、「景観形成方針」を「景観形成基本方針」に改め、同条第 3 項を次のように改

める。 

3 市長は、重点地区のうち特に景観形成を図るために必要があると認める区域について、都市

計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 4 条第 1 項に規定する都市計画に景観地区または地区計画

等を定めることその他特に景観形成を図るために必要と認められる措置を講ずることができ

る。 

第 9 条第 4 項中「市長は、地域・地区」を「前条第 1 項の規定は、重点地区および一般地区」
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に、「景観形成方針」を「景観形成基本方針」に、「するときは、前条の規定を」を「するとき

について」に改める。 

第 10 条を次のように改める。 

(事前協議) 

第 10 条 法第 16 条第 1 項および第 2 項の規定による届出または同条第 5 項の規定による通知

を要する行為のうち規則で定める行為をしようとする者は、当該行為の計画および内容につい

て、規則で定めるところにより、市長に協議しなければならない。 

2 前項の規定による協議(以下「事前協議」という。)は、当該行為に着手する日の 90 日前ま

でに市長に申し出なければならない。 

第 10 条の次に次の 2 条を加える。 

(措置の要請) 

第 10 条の 2 市長は、事前協議の申出があった場合において、当該行為が景観計画に定める基

準に適合しないと認めるときは、規則で定めるところにより、当該事前協議を申し出た者(次

条において「申出者」という。)に対し必要な措置を講ずるよう要請することができる。 

2 市長は、前項の規定による要請を行う場合において、必要があると認めるときは、彦根市景

観審議会または彦根市景観アドバイザーの意見を聴くことができる。 

(事前協議の終了等) 

第 10 条の 3 事前協議は、次の各号のいずれかに該当するときに終了するものとする。 

(1) 事前協議が調ったとき。 

(2) 申出者が、規則で定めるところにより、事前協議を終了する旨を市長に申し出たとき。 

2 市長は、事前協議が終了したときは、その結果を申出者に通知するものとする。 

第 11 条中「。以下「政令」という。」を削り、「掲げる行為」の次に「(重点地区で行われ

るものに限る。)」を加える。 

第 12 条を次のように改める。 

(届出を要しない行為) 

第 12 条 法第 16 条第 7 項第 11 号の条例で定める行為は、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、

当該各号に定めるものとする。 

(1) 重点地区 次に掲げる行為 

ア 法令(条例を含む。)の規定に基づき許可もしくは認可を受け、または協議をして行う

行為のうち、景観形成のための措置が講じられる行為で規則で定めるもの 

イ その他規則で定める行為 
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(2) 一般地区 規則で定める行為 

第 12 条の次に次の 2 条を加える。 

(届出書の添付図書) 

第 12 条の 2 景観法施行規則(平成 16 年国土交通省令第 100 号)第 1 条第 2 項第 4 号の条例で定

める図書は、建築物または工作物の平面図その他規則で定める図書とする。 

(完了等の届出) 

第 12 条の 3 法第 16 条第 1 項または第 2 項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為

を完了し、または廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に

届け出なければならない。 

第 13 条中「ならびに第 11 条ならびに第 12 条に掲げる行為のうち、届出」を「の届出」に、

「すべて」を「全て」に改める。 

第 14 条中「により」を「または第 2 項の規定による」に、「講じるよう」を「講ずるよう」

に改める。 

第 15 条の見出し中「勧告、命令」を「勧告等」に改め、同条中「、第 17 条の規定による要

請等の同法またはこの条例に基づく処分その他の行為」を「および第 17 条の規定による要請」

に改める。 

第 16 条第 1 項中「前 2 条の規定による」を「前条に規定する」に、「市に」を「、市長に」

に改める。 

第 17 条中「地域・地区の空地・建築物等が当該地域・地区」を「重点地区の空地、建築物等

が当該重点地区」に、「空地・建築物等所有者」を「空地、建築物等の所有者」に改める。 

第 19 条の次に次の 1 条を加える。 

(景観重要建造物および景観重要樹木の管理の方法の基準) 

第 19 条の 2 法第 25 条第 2 項の規定により条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、

次のとおりとする。 

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することがないようにす

ること。 

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上必要な措置を講ずること。 

(3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造および設備の状況を定期的に点検す

ること。 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、規則で定めるもの 

2 法第 33 条第 2 項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとお
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りとする。 

(1) 景観重要樹木を良好に保全するため、せん定その他の必要な措置を講ずること。 

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の必要な措置を講ずるこ

と。 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、規則で定めるもの 

第 25 条第 1 項中「市長は、」の次に「地域の」を加え、「建築物等および」を「建築物」に、

「または施工者」を「、施工者その他の関係者」に改め、同条第 2 項中「個人および団体の活

動について、」を「活動を行った個人または団体を」に改め、同条に次の 1 項を加える。 

3 市長は、前 2 項の規定により表彰しようとするときは、あらかじめ彦根市景観審議会の意見

を聴かなければならない。 

第 26 条を次のように改める。 

(景観重要建造物および景観重要樹木に係る助成等) 

第 26 条 市長は、景観重要建造物および景観重要樹木の所有者に対し、その保全等のために技

術的援助を行い、またはその保全等に要する経費の一部を予算の範囲内において助成するこ

とができる。 

 第 27 条中「第 22 条」を「第 22 条第 2 項」に改め、「締結した者」の次に「または第 23 条

第 1 項の規定により認定した市民団体」を加え、「その行為、活動もしくは運営」を「その活

動」に改め、「一部を」の次に「予算の範囲内において」を加える。 

第 28 条第 2 項中「に応じ、」の次に「次に掲げる」を加え、同項に次の各号を加える。 

(1) 法第 61 条第 1 項の規定による景観地区の決定または景観地区の変更 

(2) 法第 92 条第 1 項の規定による景観整備機構の指定または法第 95 条第 3 項の規定による

景観整備機構の指定の取消し 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、法またはこの条例に基づく処分その他の行為をしようとす

る場合において市長が必要があると認める事項 

第 31 条中「4 年」の次に「とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間」を加え、同条た

だし書を次のように改める。 

ただし、再任を妨げない。 

第 9 章中第 34 条を第 38 条とする。 

第 9 章を第 10 章とする。 

第 8 章の次に次の 1 章を加える。 

第 9 章 彦根市景観アドバイザー 
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(彦根市景観アドバイザーの設置) 

第 34 条 市長は、市民および事業者に対し、景観形成を適切に誘導するため、彦根市景観アド

バイザーを置くことができる。 

(彦根市景観アドバイザーの委嘱等) 

第 35 条 彦根市景観アドバイザーは、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 

2 市長は、前項の規定により彦根市景観アドバイザーを委嘱しようとするときは、審議会の意

見を聴くことができる。 

(彦根市景観アドバイザーの任期) 

第 36 条 彦根市景観アドバイザーの任期は、4 年とする。ただし、再任を妨げない。 

(規則への委任) 

第 37 条 この章に定めるもののほか、彦根市景観アドバイザーに関し必要な事項は、規則で定

める。 

別表を削る。 

付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 13 条から第 16 条まで、第 28 条

および第 31 条の改正規定ならびに次項および第 3 項の規定は、公布の日から施行する。 

(準備行為) 

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正

後の彦根市景観条例(以下「新条例」という。)第 9 条第 4 項において準用する新条例第 8 条

第 1 項の規定の例により、新条例第 9 条第 1 項の重点地区および一般地区の指定ならびに同

条第 2 項の景観形成基本方針の策定のために、彦根市景観審議会の意見を聴くことができる。 

3 市長は、施行日前においても、新条例第 9 条第 3 項の規定による都市計画への措置および新

条例第 35 条の規定による彦根市景観アドバイザーの委嘱に関し必要な手続その他の行為をす

ることができる。 

(経過措置) 

4 新条例第 10 条から第 10 条の 3 までの規定は、令和 7 年 7 月 1 日以後に着手することとなる

行為(規則で定める行為を除く。)について適用し、同日前に着手する行為(規則で定める行為

を含む。)については、なお従前の例による。 

5 新条例第 11 条から第 12 条の 3 までの規定は、令和 7 年 5 月 1 日以後に着手することとなる

行為(規則で定める行為を除く。)について適用し、同日前に着手する行為(規則で定める行為
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を含む。)については、なお従前の例による。 

6 新条例第 26 条および第 27 条の規定による助成は、施行日以後の行為に係る経費について適

用する。 

-13-



議案第 58 号 

彦根市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

 

 

 

 

彦根市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

彦根市病院事業の設置等に関する条例(昭和 42 年彦根市条例第 18 号)の一部を次のように改

正する。 

別表第 1 に次のように加える。 

評価療養等告示に規定する後

発医薬品のある新医薬品等の

処方等または調剤に係る費用 

評価療養等告示第 2条第 15 号に規定する後発医薬品(以下「後

発医薬品」という。)のある同号に規定する新医薬品等(以下

「先発医薬品」という。)の薬価から当該先発医薬品の後発医

薬品の薬価を控除して得た価格に 4分の 1 を乗じて得た価格を

用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に 10 円を

乗じて得た額 

付 則 

この条例は、令和 6 年 10 月 1 日から施行する。 
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議案第 59 号 

彦根市水道事業布設工事監督者および水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する

条例案 

上記の議案を提出する。 

  令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

 

 

 

 

彦根市水道事業布設工事監督者および水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改

正する条例 

 

彦根市水道事業布設工事監督者および水道技術管理者の資格等に関する条例(平成 24 年彦根

市条例第 29 号)の一部を次のように改正する。 

第 4 条第 1 項第 6 号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣および環境大臣」に改める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 60 号 

 財産の取得につき議決を求めることについて 

 上記の議案を提出する。 

  令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

 

 

 

 

   財産の取得につき議決を求めることについて 

 

 下記のとおり財産を取得することにつき、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1 項

第 8 号の規定および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和

39 年彦根市条例第 15 号)第 3 条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

1 取得する財産 

消防ポンプ自動車(ＣＤ－Ｉ型) 

2 契約金額 

  25,672,160 円 

3 契約の相手方 

(1) 所在地  兵庫県三田市テクノパーク 32 番地 

(2) 名 称  株式会社モリタ 関西支店 

(3) 代表者  支店長 谷 口 裕 和 

4 契約方法 

指名競争入札 
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議案第 61 号 

財産の取得につき議決を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行 

 

 

 

 

 

財産の取得につき議決を求めることについて 

 

下記のとおり財産を取得することにつき、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1 項

第 8 号の規定および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和

39 年彦根市条例第 15 号)第 3 条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

1 取得する財産 

彦根市立中学校 生徒用机 

2 契約単価 

1 台当たり 6,589 円 

3 数量および購入額(見込み) 

2,164 台 14,258,596 円 

4 契約の相手方 

(1) 所在地  彦根市彦富町 1440 番地 1 

(2) 名 称  オフィストータル株式会社 

(3) 代表者    代表取締役 西 澤   悟 

5 契約方法 

指名競争入札 
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報告第 8 号 

令和 6 年度(2024 年度)一般財団法人彦根市事業公社の事業計画について 

 

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 3 第 2 項の規定により、令和 6 年度(2024 年

度)の一般財団法人彦根市事業公社の事業の計画に関する書類を、別添のとおり提出する。 

令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行   
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報告第 9 号 

第 37 期彦根総合地方卸売市場株式会社の事業計画について 

 

 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 3 第 2 項の規定により、第 37 期彦根総合地方

卸売市場株式会社の事業の計画に関する書類を、別添のとおり提出する。 

  令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行   
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報告第 10 号 

第 22 期株式会社四番町スクエアの事業計画について 

 

 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 3 第 2 項の規定により、第 22 期株式会社四番

町スクエアの事業の計画に関する書類を、別添のとおり提出する。 

  令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

彦根市長  和 田 裕 行   
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報告第 11 号 

   令和 5 年度(2023 年度)彦根市繰越明許費繰越計算書について 

 

 令和 5 年度(2023 年度)彦根市一般会計予算および令和 5 年度(2023 年度)彦根市農業集落排水

事業特別会計予算のうち、繰越明許費に係る歳出予算の経費を次のとおり繰り越したので、地方

自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 146 条第 2 項の規定により報告する。 

  令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

                            彦根市長  和 田 裕 行   
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73
,4
88

73
,
4
8
8

3
0
,
5
8
9

4
1
,
6
0
0

1
,
2
9
9

立
花

船
町

線
街

路
事

業
11
0,
43
0

73
,
4
2
9

2
5
,
7
3
8

4
2
,
8
0
0

4
,
8
9
1

松
原

町
大

黒
前

鴨
ノ

巣
線

街
路

事
業

80
,7
32

80
,
7
3
0

3
2
,
1
7
3

4
3
,
6
0
0

4
,
9
5
7

金
亀

公
園

整
備

事
業

13
0,
89
7

11
3
,
2
9
3

4
9
,
5
8
1

5
9
,
0
0
0

4
,
7
1
2

消
防

費
消

防
費

車
両

整
備

事
業

21
,8
31

21
,
8
3
1

1
8
,
6
0
0

3
,
2
3
1

教
育

費
教

育
総

務
費

特
別

支
援

教
育

総
合

事
業

22
5

1
2
0

1
2
0

小
学

校
費

学
び

の
保

障
事

業
15
6

1
5
6

7
8

7
8

小
学

校
各

所
整

備
改

修
事

業
59
,5
38

57
,
0
3
5

2
3
,
2
7
3

2
9
,
7
0
0

4
,
0
6
2

小
学

校
教

育
用

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

整
備

事
業

70
5

7
0
5

7
0
5

中
学

校
費

学
び

の
保

障
事

業
1,
39
4

1
,
3
9
4

6
9
7

6
9
7

中
学

校
各

所
整

備
改

修
事

業
32
,0
32

32
,
0
3
2

1
3
,
7
5
5

1
8
,
2
0
0

7
7

中
学

校
教

育
用

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

整
備

事
業

29
1

2
9
1

2
9
1

社
会

教
育

費
文

化
施

設
適

正
管

理
事

業
7,
93
5

7
,
2
6
6

6
,
5
0
0

7
6
6
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会
翌
年
度

計
款

項
事
  
  
 業

  
  
 名

金
　
額

既
 
収
 
入

一
般
財
源

国
 
 
県

名
繰
越
額

特
定
財
源

支
出
金

未
収
入
特
定
財
源

 
（
単
位
　
千
円
）

令
和

５
年

度
（

２
０

２
３

年
度

）
繰

越
明

許
費

繰
越

計
算

書

左
の

財
源

内
訳

市
 
 
債

地
区

公
民

館
整

備
事

業
4,
19
1

4
,
1
9
1

3
,
7
0
0

4
9
1

彦
根

城
博

物
館

管
理

運
営

事
業

33
,3
45

33
,
3
4
5

3
3
,
3
4
5

博
物

館
施

設
適

正
管

理
事

業
20
,4
67

20
,
4
6
7

1
8
,
4
0
0

2
,
0
6
7

保
健

体
育

費
彦

根
市

ス
ポ

ー
ツ

・
文

化
交

流
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
50
,9
75

50
,
9
7
5

4
1
,
7
0
0

9
,
2
7
5

計
1,
51
5,
34
7

1,
39
0,

3
7
8

7
2
2
,
7
9
0

5
4
3
,
6
0
0

1
2
3
,
9
8
8

施
設

費
施

設
費

施
設

管
理

事
業

15
,5
10

15
,
5
1
0

1
5
,
5
1
0

計
15
,5
10

15
,
5
1
0

1
5
,
5
1
0

1,
53
0,
85
7

1,
40
5,

8
8
8

7
2
2
,
7
9
0

5
4
3
,
6
0
0

1
3
9
,
4
9
8

合
計

特 別 会 計

排 水 事 業

農 業 集 落
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報告第 12 号 

   令和 5 年度(2023 年度)彦根市事故繰越し繰越計算書について 

 

令和 5 年度(2023 年度)彦根市一般会計予算の一部を次のとおり繰り越したので、地方自治法

施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 150 条第 3 項において準用する同令第 146 条第 2 項の規定によ

り報告する。 

  令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

                            彦根市長  和 田 裕 行   
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（
単

位
　

千
円

）

会
 

 
　

支
出
負
担

支
  

出
支
出
負

翌
年
度

既
収

入
計

款
項

事
 　

業
 　

名
支
出
済
額

担
行
為

特
  
定

 
 

一
般

財
源

説
  
  
  
 明

行
 為

 額
予
定
額

繰
越
額

財
  
源

国
  
県

市
 債

名
未
済
額

支
出

金

教
育

費
社

会
教

育
費

彦
根

城
維

持
管

理
事

業
1,

1
94

1,
19

4
1,

19
4

1,
19
4

計
1,

1
94

1,
19

4
1,

19
4

1,
19
4

1,
1
9
4

1,
19

4
1,

19
4

1,
19
4

特
別

史
跡

彦
根

城
跡

内
に

電
気

を
引

き
込

む
た

め
の

高
圧

ケ
ー

ブ
ル

を
更

新
す

る
必

要
が

あ
る

が
、

契
約

後
に

資
材

製
造

メ
ー

カ
ー

の
受

注
が

停
止

さ
れ

た
こ

と
に

よ
り

納
期

が
遅

れ
、

年
度

内
の

工
事

完
了

が
困

難
と

な
っ

た
た

め
、

繰
り

越
す

も
の

合
　
　
　
　
計

令
和

５
年

度
（

２
０

２
３

年
度

）
事

故
繰

越
し

繰
越

計
算

書

左
  

の
  

内
  

訳
未

収
入

特
定

財
源

左
  
 の

  
 財

  
 源

  
 内

  
 訳

一 般 会 計
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報告第 13 号 

   令和 5 年度(2023 年度)彦根市病院事業会計予算繰越しについて 

 

 令和 5 年度(2023 年度)彦根市病院事業会計予算の一部を次のとおり繰り越したので、地方公

営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 26 条第 3 項の規定により報告する。 

  令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

                            彦根市長  和 田 裕 行   
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（
単
位
　
千
円
）

企
業
債

国
　
庫

補
助
金

工
　
事

負
担
金

既
収
入

特
定
財
源

損
益
勘
定
留

保
資
金

収
益
的
支
出

医
業
費
用

非
常
用
発
電
機

発
電
基
盤
交
換

16
,
50
0

16
,5
00

16
,5
00

世
界
的
な
電
子
部
品
の
供
給
不
足
の
影
響
に

よ
り
、
発
電
機
基
盤
等
の
製
造
に
遅
れ
が
生

じ
た
た
め
繰
り
越
す
も
の

計
16
,
50
0

16
,5
00

16
,5
00

説
　
　
　
　
　
　
　
　
明

令
和
5年

度
（
20
23
年
度
）
彦
根
市
病
院
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

　
　
地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
2
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

款
項

事
業
名

予
　
　
算

計
上
額

支
払
義
務

発
生
額

翌
年
度

繰
越
額

左
の
財
源
内
訳
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報告第 14 号 

   令和 5 年度(2023 年度)彦根市水道事業会計予算繰越しについて 

 

 令和 5 年度(2023 年度)彦根市水道事業会計予算の一部を次のとおり繰り越したので、地方公

営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 26 条第 3 項の規定により報告する。 

  令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

                            彦根市長  和 田 裕 行   
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（
単
位
　
千
円
）

企
業
債

国
　
庫

補
助
金

工
　
事

負
担
金

既
収
入

特
定
財
源

損
益
勘
定

留
保
資
金

資
本
的
支
出

建
設
改
良
費

東
沼
波
水
源
系
監
視

制
御
設
備
ほ
か
改
修

工
事

(
東
沼
波
町
ほ
か
）

1
1
6
,
1
6
0

1
1
6
,
1
6
0

1
1
6
,
1
0
0

6
0

中
期
経
営
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
監
視
装
置
や
ポ
ン
プ
な
ど
設
備
の
製
造
に
時

間
を
要
す
る
た
め
繰
り
越
す
も
の

R
5
仏
生
寺
町
ほ
か
送

水
管
布
設
替
工
事

(
仏
生
寺
町
ほ
か
）

1
1
,
2
0
9

1
1
,
2
0
9

1
1
,
2
0
9

県
道
整
備
工
事
に
伴
い
布
設
替
工
事
を
行
う
も
の

で
あ
る
が
、
工
事
間
調
整
に
時
間
を
要
し
た
た
め

繰
り
越
す
も
の

R
5
松
原
町
配
水
管
布

設
替
工
事

(
松
原
町
)

4
6
,
2
2
8

4
6
,
2
2
8

4
6
,
2
2
8

老
朽
管
更
新
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
関
係
機
関
と
の
調
整
に
よ
り
時
間
を
要
し

た
た
め
繰
り
越
す
も
の

R
5
松
原
一
丁
目
ほ
か

配
水
管
布
設
替
工
事

(
松
原
一
丁
目
ほ
か
）

1
1
,
3
4
7

1
1
,
3
4
7

1
1
,
3
4
7

市
道
路
事
業
に
伴
い
布
設
替
工
事
を
行
う
も
の
で

あ
る
が
、
事
業
間
調
整
に
時
間
を
要
し
た
た
め
繰

り
越
す
も
の

大
藪
浄
水
場
自
家
発

電
設
備
改
修
工
事

(
八
坂
町
）

1
4
7
,
6
5
6

1
4
5
,
2
0
0

1
4
5
,
2
0
0

中
期
経
営
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
電
気
設
備
の
製
造
に
時
間
を
要
す
る
た
め
繰

り
越
す
も
の

大
藪
浄
水
場
自
家
発

電
機
棟
築
造
工
事

(
八
坂
町
）

6
5
,
2
5
7

5
6
,
2
3
2

5
6
,
2
0
0

3
2

中
期
経
営
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
設
備
機
器
の
製
造
に
時
間
を
要
す
る
た
め
繰

越
す
る
も
の

R
5
高
宮
町
ほ
か
配
水

管
布
設
替
工
事

(
高
宮
町
ほ
か
)

3
0
,
6
7
0

3
0
,
6
7
0

1
2
,
1
7
1

1
8
,
4
9
9

下
水
道
工
事
に
伴
う
配
水
管
布
設
替
工
事
で
あ
る

が
、
水
道
工
事
は
共
同
施
工
し
て
い
る
も
の
の
、

部
分
的
に
単
独
施
工
分
の
布
設
替
工
事
や
仮
設
管

撤
去
工
事
を
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
繰

り
越
す
も
の

R
5
野
田
山
町
配
水
管

布
設
替
工
事

(
野
田
山
町
）

4
2
,
8
3
8

4
2
,
8
3
8

1
6
,
9
8
2

2
5
,
8
5
6

下
水
道
工
事
に
伴
う
配
水
管
布
設
替
工
事
で
あ
る

が
、
水
道
工
事
は
共
同
施
工
し
て
い
る
も
の
の
、

部
分
的
に
単
独
施
工
分
の
布
設
替
工
事
や
仮
設
管

撤
去
工
事
を
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
繰

り
越
す
も
の

説
　
　
　
　
　
　
　
　
明

令
和
5年

度
（
20
23
年
度
）
彦
根
市
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

　
　
地
方
公
営
企
業
法
第
2
6
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
業
名

予
　
算

計
　
上
　
額

支
払
義
務

発
生
額

翌
年
度

繰
越
額

左
の
財
源
内
訳
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（
単
位
　
千
円
）

企
業
債

国
　
庫

補
助
金

工
　
事

負
担
金

既
収
入

特
定
財
源

損
益
勘
定

留
保
資
金

説
　
　
　
　
　
　
　
　
明

令
和
5年

度
（
20
23
年
度
）
彦
根
市
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

　
　
地
方
公
営
企
業
法
第
2
6
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
業
名

予
　
算

計
　
上
　
額

支
払
義
務

発
生
額

翌
年
度

繰
越
額

左
の
財
源
内
訳

資
本
的
支
出

建
設
改
良
費

R
5
高
宮
町
ほ
か
配
水

管
布
設
替
工
事
（
そ

の
2
）

(
高
宮
町
ほ
か
)

7
7
,
2
1
4

7
7
,
2
1
4

3
2
,
2
7
7

4
4
,
9
3
7

下
水
道
工
事
に
伴
う
配
水
管
布
設
替
工
事
で
あ
る

が
、
水
道
工
事
は
共
同
施
工
し
て
い
る
も
の
の
、

部
分
的
に
単
独
施
工
分
の
布
設
替
工
事
や
仮
設
管

撤
去
工
事
を
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
繰

り
越
す
も
の

R
5
肥
田
町
配
水
管
布

設
替
工
事

(
肥
田
町
）

4
6
,
1
3
7

4
6
,
1
3
7

2
2
,
4
1
8

2
3
,
7
1
9

下
水
道
工
事
に
伴
う
配
水
管
布
設
替
工
事
で
あ
る

が
、
水
道
工
事
は
共
同
施
工
し
て
い
る
も
の
の
、

部
分
的
に
単
独
施
工
分
の
布
設
替
工
事
や
仮
設
管

撤
去
工
事
を
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
繰

り
越
す
も
の

R
5
正
法
寺
町
配
水
管

布
設
替
工
事

(
正
法
寺
町
)

4
4
,
0
1
0

4
4
,
0
1
0

2
1
,
9
2
5

2
2
,
0
8
5

下
水
道
工
事
に
伴
う
配
水
管
布
設
替
工
事
で
あ
る

が
、
水
道
工
事
は
共
同
施
工
し
て
い
る
も
の
の
、

部
分
的
に
単
独
施
工
分
の
布
設
替
工
事
や
仮
設
管

撤
去
工
事
を
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
繰

り
越
す
も
の

R
5
高
宮
町
配
水
管
布

設
替
工
事

(
高
宮
町
）

2
5
,
5
6
9

2
5
,
5
6
9

2
1
,
1
6
2

4
,
4
0
7

下
水
道
工
事
に
伴
う
配
水
管
布
設
替
工
事
で
あ
る

が
、
水
道
工
事
は
共
同
施
工
し
て
い
る
も
の
の
、

部
分
的
に
単
独
施
工
分
の
布
設
替
工
事
や
仮
設
管

撤
去
工
事
を
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
繰

り
越
す
も
の

R
5
野
田
山
町
配
水
管

布
設
替
工
事
（
そ
の

2
）
(
野
田
山
町
)

3
1
,
5
8
2

3
1
,
5
8
2

1
7
,
7
9
3

1
3
,
7
8
9

下
水
道
工
事
に
伴
う
配
水
管
布
設
替
工
事
で
あ
る

が
、
水
道
工
事
は
共
同
施
工
し
て
い
る
も
の
の
、

部
分
的
に
単
独
施
工
分
の
布
設
替
工
事
や
仮
設
管

撤
去
工
事
を
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
繰

り
越
す
も
の

R
5
極
楽
寺
町
ほ
か
配

水
管
布
設
替
工
事

(
極
楽
寺
町
ほ
か
）

1
6
,
3
2
3

1
6
,
3
2
3

1
3
,
5
2
8

2
,
7
9
5

下
水
道
工
事
に
伴
う
配
水
管
布
設
替
工
事
で
あ
る

が
、
水
道
工
事
は
共
同
施
工
し
て
い
る
も
の
の
、

部
分
的
に
単
独
施
工
分
の
布
設
替
工
事
や
仮
設
管

撤
去
工
事
を
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
繰

り
越
す
も
の

R
5
高
宮
町
配
水
管
布

設
替
工
事
（
そ
の
2
）

(
高
宮
町
)

1
,
9
3
7

1
,
9
3
7

1
,
1
6
5

7
7
2

下
水
道
工
事
に
伴
う
配
水
管
布
設
替
工
事
で
あ
る

が
、
水
道
工
事
は
共
同
施
工
し
て
い
る
も
の
の
、

部
分
的
に
単
独
施
工
分
の
布
設
替
工
事
や
仮
設
管

撤
去
工
事
を
施
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
繰

り
越
す
も
の

R
5
原
町
配
水
管
布
設

替
工
事

(
原
町
)

4
0
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0

県
道
整
備
工
事
に
伴
い
布
設
替
工
事
を
行
う
も
の

で
あ
る
が
、
工
事
間
調
整
に
時
間
を
要
し
た
た
め

繰
り
越
す
も
の
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（
単
位
　
千
円
）

企
業
債

国
　
庫

補
助
金

工
　
事

負
担
金

既
収
入

特
定
財
源

損
益
勘
定

留
保
資
金

説
　
　
　
　
　
　
　
　
明

令
和
5年

度
（
20
23
年
度
）
彦
根
市
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

　
　
地
方
公
営
企
業
法
第
2
6
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
業
名

予
　
算

計
　
上
　
額

支
払
義
務

発
生
額

翌
年
度

繰
越
額

左
の
財
源
内
訳

資
本
的
支
出

建
設
改
良
費

R
5
原
町
配
水
管
布
設

替
工
事
（
そ
の
2
）

(
原
町
)

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

市
道
路
事
業
に
伴
い
布
設
替
工
事
を
行
う
も
の
で

あ
る
が
、
事
業
間
調
整
に
時
間
を
要
し
た
た
め
繰

り
越
す
も
の

R
5
彦
根
市
内
配
水
管

布
設
跡
舗
装
復
旧
工

事 (
長
曽
根
町
ほ
か
)

3
3
,
0
0
0

3
3
,
0
0
0

3
3
,
0
0
0

管
布
設
に
伴
う
舗
装
本
復
旧
を
行
う
も
の
で
あ
る

が
、
関
係
機
関
と
の
調
整
に
時
間
を
要
し
た
た
め

繰
り
越
す
も
の

R
5
高
宮
町
配
水
管
布

設
替
工
事
（
そ
の
3
）

(
高
宮
町
)

8
,
0
4
4

8
,
0
4
4

8
,
0
4
4

市
道
路
事
業
に
伴
い
布
設
替
工
事
を
行
う
も
の
で

あ
る
が
、
事
業
間
調
整
に
時
間
を
要
し
た
た
め
繰

越
り
す
も
の

東
沼
波
水
源
系
監
視

制
御
設
備
ほ
か
改
修

工
事
施
工
監
理
委
託

業
務

4
,
0
9
6

2
,
5
9
1

1
,
5
0
5

1
,
5
0
5

中
期
経
営
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
「
東
沼
波
水

源
系
監
視
制
御
設
備
ほ
か
改
修
工
事
」
の
施
工
監

理
を
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
工
事
の
繰
越
に
伴
い

繰
り
越
す
も
の

大
藪
浄
水
場
自
家
発

電
設
備
更
新
工
事
施

工
監
理
委
託
業
務

7
,
5
8
0

7
,
5
8
0

7
,
5
8
0

中
期
経
営
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
「
大
藪
浄
水

場
自
家
発
電
設
備
更
新
関
連
工
事
」
の
施
工
監
理

を
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
工
事
の
繰
越
に
伴
い
繰

り
越
す
も
の

計
8
1
6
,
8
5
7

2
,
5
9
1

8
0
2
,
7
8
5

3
1
7
,
5
0
0

1
7
0
,
6
3
0

3
1
4
,
6
5
5
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報告第 15 号 

   令和 5 年度(2023 年度)彦根市下水道事業会計予算繰越しについて 

 

 令和 5 年度(2023 年度)彦根市下水道事業会計予算の一部を次のとおり繰り越したので、地方

公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 26 条第 3 項の規定により報告する。 

  令和 6 年(2024 年)6 月 10 日 

                            彦根市長  和 田 裕 行   
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（
単
位
　
千
円
）

企
業
債

国
　
県

補
助
金

工
　
事

負
担
金

既
収
入

特
定
財
源

損
益
勘
定

留
保
資
金

資
本
的
支
出

建
設
改
良
費

公
共
下
水
道
事
業

70
2
,
89
6
4
22
,8
25

28
0,
07
1
17
7,
50
0

80
,5
28

22
,0
43

関
係
機
関
と
の
調
整
に
不
測
の
日
数
を
要
し
、
設

計
・
契
約
事
務
等
に
遅
れ
が
生
じ
た
た
め
繰
り
越

す
も
の

特
定
環
境
保
全
公
共

下
水
道
事
業

31
4
,
06
8
2
06
,
99
0

10
7,
07
8

70
,5
00

24
,5
04

12
,0
74

関
係
機
関
と
の
調
整
に
不
測
の
日
数
を
要
し
、
設

計
・
契
約
事
務
等
に
遅
れ
が
生
じ
た
た
め
繰
り
越

す
も
の

浸
水
対
策
下
水
道
事

業
(
雨
水
対
策
)

3
6
,3
1
4

31
,5
14

4,
80
0

1,
20
0

1,
40
0

2,
20
0

関
係
機
関
と
の
調
整
に
不
測
の
日
数
を
要
し
、
設

計
・
契
約
事
務
等
に
遅
れ
が
生
じ
た
た
め
繰
り
越

す
も
の

固
定
資
産
購
入
費

2
40

14
0

10
0

10
0

地
権
者
と
の
調
整
に
不
測
の
日
数
を
要
し
、
年
度

中
の
用
地
取
得
が
完
了
し
な
か
っ
た
た
め
繰
り
越

す
も
の

計
1,
0
53
,
5
18

6
61
,
46
9

39
2,
04
9
24
9,
20
0
10
6,
43
2

36
,4
17

予
　
算

計
　
上
　
額

支
払
義
務

発
生
額

左
の
財
源
内
訳

説
　
　
　
　
　
　
　
　
明

翌
年
度

繰
越
額

令
和
5
年
度
（
2
0
2
3
年
度
）
彦
根
市
下
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

　
　
地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
1項

の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
業
名

-35-


	空白ページ
	ADP9FA4.tmp
	議案目録0512 




